
提
　
言

　

株
主
総
会
に
関
し
て
は
、
電
磁
的
方
法
で
の
議
決

権
行
使
制
度
の
導
入
や
、
株
主
総
会
資
料
の
電
子
提

供
制
度
の
導
入
な
ど
、
こ
れ
ま
で
手
続
き
面
を
中
心

に
電
子
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
株
主
総
会
の
更
な

る
電
子
化
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

中
、
経
団
連
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予

防
と
と
も
に
、
株
主
と
の
建
設
的
な
対
話
や
デ
ジ
タ

ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン（
Ｄ
Ｘ
）を
促
進
す

る
観
点
も
踏
ま
え
、
来
年
の
定
時
株
主
総
会
へ
の
対

応
を
中
心
に
、「
株
主
総
会
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
の

更
な
る
活
用
に
つ
い
て
の
提
言
」
を
取
り
ま
と
め
た
。

株
主
総
会
に
お
け
る�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用

　

２
０
２
０
年
の
定
時
株
主
総
会
で
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
の
観
点
か
ら
、
各
社
、
株

主
や
役
員
な
ど
の
三
密
を
避
け
る
べ
く
様
々
な
方
策

が
取
ら
れ
た
。
経
済
産
業
省
・
法
務
省
「
株
主
総
会

運
営
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
」
や
、
経
団
連
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
を
踏
ま
え
た
定
時
株
主
総

会
の
臨
時
的
な
招
集
通
知
モ
デ
ル
（
注
１
）」
な
ど
を
踏
ま
え
、

多
く
の
企
業
が
、
株
主
に
事
前
の
議
決
権
行
使
を
促

し
つ
つ
、
株
主
総
会
へ
の
来
場
を
可
能
な
限
り
控
え

る
よ
う
求
め
た
結
果
、
株
主
総
会
当
日
の
来
場
者
数

は
、
例
年
に
比
べ
相
当
程
度
減
少
し
た
（
注
２
）。

　

他
方
、
来
場
出
来
な
い
株
主
の
た
め
に
、
株
主
総

会
へ
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
べ
く
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
方
策
を
取
る
企
業
も
あ
っ

た
。
株
主
が
よ
り
簡
便
に
議
決
権
を
行
使
出
来
る
よ

う
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
を
可
能
と

し
て
い
る
企
業
は
多
い
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
例
え
ば
、

株
主
総
会
で
の
報
告
事
項
を
事
前
に
動
画
で
株
主
に

提
供
し
た
り
、
株
主
か
ら
事
前
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
質

問
を
受
け
付
け
、
株
主
総
会
当
日
、
あ
る
い
は
事
後

に
自
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
回
答
す
る
な
ど
の
取
り

組
み
も
み
ら
れ
た
。

　

２
０
２
１
年
の
定
時
株
主
総
会
時
に
お
い
て
も
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
の
継
続
が
予
想

さ
れ
る
中
、
こ
の
よ
う
な
、
リ
ア
ル
総
会
を
縮
小
し

つ
つ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
株
主
の
株
主
総
会
へ

の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め
て
い
く
と
い
う
方
策

は
、
企
業
が
取
り
得
る
有
効
か
つ
現
実
的
な
選
択
肢

で
あ
る
。
ま
た
、
感
染
症
拡
大
時
で
あ
る
か
否
か
を

問
わ
ず
、
Ｄ
Ｘ
を
進
め
る
う
え
で
、
特
に
遠
方
に
居

住
の
株
主
や
移
動
に
不
自
由
の
あ
る
株
主
に
ア
ク
セ

ス
ル
ー
ト
を
拓
く
と
い
う
意
味
で
合
理
的
な
措
置
と

い
え
る
。

（注１）モデルＡ（来場株主数を一定程度限定）、モデルＢ（株主の来場
を予定しない）の２種類を公表　（注２）本年６月の定時株主総会に関
して経団連が経済法規委員会企画部会委員等に行ったアンケート結果

─�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
等
と
株
主
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
向
上
を
目
指
し
て

株
主
総
会
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
の
更
な
る
活
用

副
会
長
／
経
済
法
規
委
員
長�

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
会
長

平ひらの
野 

信のぶゆ
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（注３）三菱UFJ信託銀行の調査によると、2020年６月に株主総会を実施した上場会社2,344
社中、「ハイブリッド参加型」実施企業は113社、「ハイブリッド出席型」実施企業は９社
（注４）第197回国会（2018年11月13日）における当時の法務省民事局長の答弁

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会�

が
活
用
さ
れ
る
た
め
に
は

　

株
主
総
会
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
に

関
し
て
は
、
２
０
２
０
年
２
月
、
経
済
産
業
省
か
ら

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
の
実
施

ガ
イ
ド
」
が
公
表
さ
れ
た
。

　

同
ガ
イ
ド
で
は
、
会
場
の
ラ
イ
ブ
配
信
を
行
う
株

主
総
会
を
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
参
加
型
」、
株
主
に
リ

ア
ル
だ
け
で
な
く
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
出
席
と
議
決
権

等
の
行
使
を
認
め
る
株
主
総
会
を
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

出
席
型
」
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
開
催
に
あ
た
っ
て
の
方

策
や
留
意
点
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
型
」
を
開
催
出
来
る
よ
う
、

２
０
２
１
年
６
月
の
株
主
総
会
に
向
け
、
ま
ず
は
特

例
法
に
よ
る
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、
⑴
株
主
総
会
へ
の
出
席
と

事
前
の
議
決
権
行
使
の
効
力
の
関
係
、
⑵
質
問
・
動

議
の
取
り
扱
い
、
⑶
通
信
障
害
が
あ
っ
た
場
合
の
効

果
、
に
つ
い
て
実
務
が
円
滑
に
回
る
よ
う
配
慮
さ
れ

た
制
度
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

な
お
、
将
来
的
に
会
社
法
改
正
に
よ
る
手
当
て
が

行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
従
前
よ
り
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン

リ
ー
型
が
導
入
さ
れ
て
い
る
米
国
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

の
方
式
を
参
考
に
し
つ
つ
、
会
議
体
と
し
て
の
株
主

総
会
の
あ
り
方（
例
え
ば
、
決
議
事
項
の
見
直
し
、

株
主
提
案
権
の
要
件
、
説
明
義
務
や
動
議
権
の
あ
り

方
な
ど
）に
関
し
て
も
併
せ
て
見
直
し
を
行
う
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

会
社
か
ら
株
主
へ
の
ア
ク
セ
ス
も�

オ
ン
ラ
イ
ン
で

　
以
上
は
、
株
主
か
ら
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め

る
話
で
あ
る
が
、
会
社
か
ら
株
主
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
デ

ジ
タ
ル
化
も
さ
ら
に
加
速
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

２
０
２
０
年
の
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
計
算
書

類
等
の
作
成
・
監
査
な
ど
に
遅
れ
が
生
じ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
株
主
総
会
資
料
と
し
て
の

単
体
計
算
書
類
な
ど
に
関
し
て
、
ウ
ェ
ブ
開
示
に
よ

る
み
な
し
提
供
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
時
限
的
措
置

が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
感
染
症
の
影
響

が
２
０
２
１
年
以
降
も
継
続
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
に
加
え
、
Ｄ
Ｘ
を
促
進
す
る
必
要
性
も
考
慮
す
れ

ば
、
こ
の
措
置
を
恒
久
化
す
べ
き
で
あ
る
。

　

本
年
の
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
は
、
同
ガ
イ
ド

を
参
考
に
、「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
参
加
型
」
を
行
う
企

業
が
一
定
数
現
れ
た
こ
と
に
加
え
、
大
企
業
の
中
で

も
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
出
席
型
」
を
実
施
す
る
例
が
み

ら
れ
た
。
た
だ
し
、
全
体
の
企
業
数
か
ら
す
る
と
、

ま
だ
普
及
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
（
注
３
）。

　

特
に
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
出
席
型
」
に
関
し
て
は
、

通
信
障
害
等
に
よ
る
株
主
総
会
決
議
取
消
の
リ
ス
ク

へ
の
懸
念
が
あ
る
た
め
、
こ
の
点
が
解
消
さ
れ
な
い

限
り
は
、
多
く
の
企
業
が
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

そ
こ
で
、
同
ガ
イ
ド
で
は
相
当
程
度
具
体
的
な
整

理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
企
業
に
安
心
材
料
を

与
え
る
た
め
の
更
な
る
明
確
化
と
い
う
意
味
で
、
特

定
の
事
項
に
つ
き
政
府
見
解
が
早
期
に
示
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

デ
ジ
タ
ル
化
を
推
し
進
め
た
先
の�

バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
型
株
主
総
会

　

役
員
・
株
主
が
全
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
株
主
総
会
に

出
席
す
る
「
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
型
」
に
関
し
て

は
、
会
社
法
２
９
８
条
１
項
１
号
が
、
株
主
総
会
の

招
集
に
あ
た
り
「
場
所
」
を
定
め
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
こ
と
か
ら
、
現
行
法
上
開
催
は
難
し
い
旨
の
見

解
が
法
務
省
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
（
注
４
）。

「
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
型
」
に
対
し
て
は
、
各
社

様
々
な
考
え
方
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
感
染
症
予

防
を
は
じ
め
、
国
際
的
な
イ
コ
ー
ル
・
フ
ッ
テ
ィ
ン

グ
、
幅
広
い
株
主
と
の
対
話
の
促
進
、
会
場
関
係
費

用
等
の
削
減
な
ど
、
そ
の
有
用
性
、
許
容
性
は
一
定

程
度
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

そ
こ
で
、
必
要
と
考
え
る
企
業
が
、
選
択
的
に

ハイブリッド参加型・出席型に共通の事項

◦�映像通信なしの音声通信のみによる開催が認められること。

◦�通信回線安定の観点から、会社は、オンラインでの株主の参加枠（人数）を合理的な範囲に
制限出来ること。

◦�役員が株主総会にオンラインで出席する場合、役員としての説明義務を果たせる態様である
限り、総会に法的に出席していると言えること。総会における議事進行等を支障なく行える
仕組みが整備されている限り、議長のオンライン出席も認められること。

◦�コロナ対策に関する会社と個人株主等との間の各種連絡（例えば、入場の事前登録行為な
ど）について、インターネットの手段によることが認められること。

◦�リアル出席株主のプライバシー権や肖像権保護等の観点から、会社はオンラインの株主に
対し、総会の録音・録画・転載を禁止出来ること。

ハイブリッド出席型に特有の事項

◦�仮に通信障害が発生した場合でも、企業としての合理的判断を経て採用された信頼性の高い
システムであれば、十分であること。

◦�第三者によるなりすましの危険性についても、会社側が本人確認の合理的な方策を取って
いれば、十分であること。

◦�ハイブリッド出席型の導入によりオンライン出席に移行する株主の割合から合理的に導か
れるリアル出席株主数が収容可能な会場を用意していれば、十分であること。

◦�オンライン出席株主から質問フォームにて投稿された質問事項も含め、その取り上げ方（質
問者の指名）は、恣意的な運用とならない範囲で議長の合理的議事進行に委ねられること。

図表　ハイブリッド型バーチャル株主総会に関して明らかにされるべき事項
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